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法人会員は企業の発展にお手伝いしています N(l220 

第8回通常総会開催のこ盲案内

第 8回通常総会を右記のとおり開催致しますのでご出
席をお願い致します。

新型コ ロナウ ィルス感染症拡大の影密を考慮し、公開
講演会及び懇親会は行わず、通常総会のみ開催させて頂
きます。
なお、詳細につきましては、別途はがきにてご案内をさ
せて頂いております。

日時 令和 2年 5月27日 （水）

pm 2 : 00 通常総会

会場 川越プリンスホテル (3階）

正副会長会議 ・理事会の開催

去る 2月18日（火）、川越束武ホテルにおいて正副会長会議、f胆li会を開催しました。

狸1i会では川越税務署長他幹部のご臨席のもと次の議案番議が行われ、すぺて原案通り承誌されました。

①2019年度 li業報告 ②令和 2年度 li業計両 ・収支f符（案） ③第 81III通常総会開催11程 ④新規人会会以

く正副会長会議＞

＜藤倉会長あいさつ＞

地区会 役 員 役員外 計

中 央 北 5 1 0 1 5 

中 央 東 5 1 0 1 5 
＇ 

中 央 西 5 8 1 3 

中 央 南 6 1 9 25 

山 田芳野 4 5 ， 
古谷南古谷 6 5 1 1 

•一，—

高 階 6 8 1 4 

福 原 5 3 8 

大 東 5 6 1 1 
＇ 

霞 ケ 関 6 8 14 

I 名 細 4 6 1 0 
中央計 57 88 145 

く理事会＞

く川越税務署長 熊崎美杉氏ごあいさつ＞

◆令和 2年度会員増強計画表◆
地区会 役 員 役員外 計

富 士 見 1 0 1 8 28 

＝ 芳 8 1 2 20 

ふじみ野 1 3 1 5 I 28 

東部 計 31 45 76 

坂 戸

-'-: 18 28 鶴 ケ 島 1 0 1 8 

日 高 1 0 1 8 

毛 呂 山 6 11 - ~ - -
越 生 1 4 

西部計 I 34 | 45 I 79 

合 計 122 I 178 300 



No. 220 税法を知らないと損をします -3-

箆10回 税に関する絵はがきコンクール表彰

第10回税に関する絵はがきコンクールの表彰式は去る 2月27U（木）川越東武ホテルにて開催の予定であり

ましたが、新型コロナウィルス感染拡大が「l々 刻々と深刻化する中で、やむなく 1j1止となりました。

本年は76校の小学校から4,479作品となり 、昨年の72校、4,327作品を 1こl可る応経を頂きました。

なお、人ti作i1;i11についてはJ,1会ホームページにも 「俊秀作品の発表」として掲載中です。確定巾街の期間中

は川越税務署にも展ぷされます。

纂10圃 槻に圃する緯はがきコンクーII,拿置賞書一覧
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川越地区柑税教育推進協議会会長宜

川越税務署長宜
川越歴代困税モニター会会長買

川越法人会会長此

女性部会会長買

1『年部会会長宜

金 '11
銀宜

谷亀椿夏
四ツ柳水月
久家 ll)j華

小野寺彩乃
捌根琉之介

篠崎志帆

澤III沙羅
長島芙羽
松下窄人
市野哲平

柴11岡ゆずは

鈴木琴美

大室尖輝
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才郷 流 是

金内利音｝）IS

蛯名 未 羽

堀松 美 花

二芳町立三芳小学校
川越市立複ヶ関小学校

川越市吃名細小学校

川越市立泉小学校

川越市立高階西小学校

鶴ヶ島市立新町小学校

鶴ヶ島市立新町小学校

毛呂山町立光山小学校

三方町立三芳小学校
ふじみ野,11立福岡小学校

ふじみ野市吃大井小学校

川越市立南古谷小学校

川越市立殴ヶ関北小学校

（敬称略）

学校法人）立野学園星野学園小学校

日高市立武蔵台小学校

川越市立囮ヶ 1共l北小学校

富士見市立水谷東小学校

越生町立梅園小学校

二芳町立竹問沢小学校

川越市立月越小学校

坂戸市立勝呂小学校

川越巾立武蔵野小学校

川越II1立武蔵野小学校

川越市立高階西小学校
川越市立川越第一小学校

川越市立I'トj占谷小学校
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川越市立川越西小学校

川越市立川越西小学校

川越市立西ヶ関西小学校
川越市立函ヶ関西小学校

川越I|i立硲ヶ関小学校

川越市立川越第一小学校

川越市立川越小学校

川越市立泉小学校

川越市立名細小学校

川越市立阪ヶ関北小学校

川越rいi立 I・戸小学校

富」；兄市立水谷束小学校

二方町立 1．．富小学校

じ
一

受賞の皆様おめでとうこさいます口
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B叩口 寂 互 狂知呂
（敬称略）

1 川越地区租税教育推進協議会会長賞 |

、一
学校法人星野学固星野学園小学校

谷亀 椿 夏

1川越歴代国税モニター会会長賞l

: 
1旦

皿 +‘‘l-0,
旦

，
 

□11越税＂

翌蔵鬼瓢
匂《喜心）

日高市立武蔵台小学校

四 ッ柳水月

[ 芦法人会会長賞］

叙螂
育労憶g
ののの

希 義義
務絡移

川越市立霞ヶ 関北小学校

久家朋華

: 廷部会会長賞 j

越生町立梅園小学校

関 根琉之介

l青年部会会長賞 I

三芳町立竹間沢小学校

篠崎志 帆

私さなミとかSコリコ＂）と r.,..
富士見市立水谷 束小学校

小野寺彩乃

亘
裟゚艤急守易感

0 /--~‘゚
()‘-ヽ ／鵞

゜ヽ
—-
,tゴの

等 寂拿 Q
Q 謗

川越市立月 越小学校

澤田沙羅
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i 女性部会新春公開講演会の開催 l 
L..一.. 一..一..一 ..一..一..一.. 一..一..一..一..一..一..一••一••一..一..一· •一..一..一••一· •一..一· •一••一·•一..一..一..一..一..一..一..一..一..一..一..一..一..一..一..一..一..一..一..一..一..一・9.J

よる 1月1511（水）川越束武ホテルにおいて、女性部会は、オリンピックイヤーの始まりとして、Jじオリン

ピック選手で筑波大学人学院教授の山ll香氏を迎えての公開講演会を行いました。オリンヒック柔道メダリス

トの由□氏に、「柔迅と人間）J～「Iらを）科き、人を活かす』との澁11で講演lliきました。大学教授らしい講油の

進め）jで、非常に勉強にな ったとの感想を多く頂けました。

第 ―部では税務研修会を、川越税務署副署長の！］、1木健；氏に研修1頁きました。『相税臼料から見た税の歴史』

とする油題で税金制度の歴史を、片の挿絵などを紹介されながらお話し頂きました。

大）「部会長のあいさつでは、祖税税教育の一環として実施している 「小学生の税に関する絵はがきコンクー

ル」「地域社会貢献活動」守の公益‘ド業が柱になり、活動の幅が大きく広がっている旨報告されました。

公開講演会の参加者は100名（うち一般74名）

＜講 師山口香氏＞ く公開講演会の様子＞

く黒木税務署副署長＞ く税務研修会の様子＞

く大井女性部会長あいさつ＞ ＜藤倉会長あいさつ＞
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I[911越法人合4地区卑台同「公闘講潰会」・「新年合」を閥-日l
く主催 ：（公社）川越法人会 中央南地区会中央北地区会中央東地区会中央西地区会＞

＜満席の会場＞ く三遊亭小遊三 師匠＞

去る 2月4日、川越東武ホテルにて合同公開訛演会が開催され、一般の方も含めて380名を超える方が聴講さ

れました。購師には、落語家の三遊亭小遊三師匠を迎え、「人生の楽しみ方」をテーマに、笑いにつつまれた楽

しい時間を過ごしました。

テレビ等では聞けない、小遊三師匠の生い立ち、修業時代から笑点メンバーまでの話もあり、会場は和やに、

初笑いの哀となりました。

三遊亭小遊三師匠 ：落語家 昭和22年 3月 2日生 山梨県大月市出身

昭和43年三遊亭遊三師匠に入門 昭和58年真打昇進 「笑点」 レギュラー出履1中

東京オリンビック聖火ランナー 囃家バンド 「にゅうおいらんず」を結成

［
 

胃年踵合新年説諮研修合を閥催

2月10日、川越東武ホテルにて宵年部会税務研修会、新絵年会が開催され、約40名の参加者で盛況に行われ

ました。黒木副署長より 、イラスト臼料を用いながら税金制度の歴史について、熱く講測が行われました。

テーマ

『租税資料から見た税の歴史』

講師川越税務署副署長黒木健二 氏

く黒木健二講師＞ く加藤青年部会長あいさつ＞
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1 社会貢献酒動輻告 I 
通常総会 ・公開講油会や地区会対抗ゴルフコンペ等の会場で会員の皆さんから脊付を経って集まった57,942

円をさいたま緑のトラスト枯金へ斉付しました。 さいたま緑のトラスト屈金は昭和60年 4月に埼玉県の俊

れた自然や直重な歴史的環培を保全していく目的で設立され、 トラスト辿動の大きな柱である土地の購人

を11的に寄付を集めています。 ここに多くの皆様のご協力に感謝致します。

ぁ 2ヵ“とラ

っ=‘
亡 法人決算妍修会を開催

1月～ 3月決卵法人の法人決鍔研修会を、 川越税務署担当官及び関東信越税理」：会川越支部所屈税理士を購

師に迎え 2月 31-1 （ふじみ野）、 6日（鶴ヶ島） 7日（日高）、12日（川越）の 4会場にて実施いたしました。

40名の参加を得ました。

＜鶴ヶ島会場＞ く川越会場＞

|＿---- 青年部会・租税教室開催
―

―

―

―

 

去る 1月20目（月）鶴ヶ島市立杉下小学校、22H
（水）富士見市立南畑小学校において 6年生を対象

とした相税教至が間催されました。青年部会、田村

副部会長、吉廣部会員が講師を務め、 146名の児菫

を前に非常に分かりやすい説明で、子供たちに税金

の大切さを理解してもらいました。

2月4日（火）ふじみ野市立東原小学校において

6年生を対象とした租税教室が開催され、百年部会

荻野部会員が購師として授業を行いました。 3クラ

ス105名の 6年生児箪が真剣に受講し、税について

狸解を深めてもらいました。

＜杉下小学校＞ く東原小学校＞
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5月は自動車税（種別割）の納期です。忘れずに納めましょう！

自動車税（種別割）は車をお持ちの人にかかる県の税金です。 6月 1日 （月）の納期限まで

に忘れずに納めてください。

埼玉県の自動車税（種別割）は金融機関・郵便局のほか、コンピニでも納められます。また、

パソコンなとを使えば、 Webサイト「Yahoo!公金支払い」からクレジットカードを利用して

納めたり、インターネットバンキング等を利用してペイジーで納めることもできます。是非ご
利用ください。

納税通知書は、 5月7日以降、お手元に届く予定です。

また、自動車税（種別割）を納期限までに納めていただくと、割引などの特典が受けられる

自動車税「納めてプラス！」キャンペーンを実施しています。詳しくは「埼玉県 納めてプラ

ス」で検索してください。

※自動車税 （種別割）全般に関すること、住所変更・納付書紛失などの連絡、納税状況の確

認などについては、自動車税コールセンターにご連絡ください。

自動車税（種別割）収入額の一部は、「彩の国みどりの基金」に積み立て、県内のみとりの

保全や創出などに活用させていただいています。

●問い合わせ

・自動車税 （種別割） ：自動車税コールセンター (TEL:050-3786-1222)

・彩の国みどりの基金：県環境部みとり自然課 (TEL:048-830-3140)

・--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L 年会費口座振替のこ連絡 l 
平素は、当会の運営につきまして格別なるご支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げ

ます。

さて、令和 2年度の川越法人会年会費を、下記の通りご指定の金融機関口座より引

落しさせて頂きますのでご連絡申し上げます。

なお、口座振替の手続きがお済みでない方は、 6月中旬に振込用紙を送付いたしま

すのでお振込をお願い申し上げます。

記

1.口座振替日 令和 2年 6月 5日 （金）

2.年会費下記資本金毎に な り ま す。

資本金 会費 （年額）

500万円以下 6,000円
1,000万円以下 8,400円

3,000万円以下 12,000円

5,000万円以下 18,000円

資 本金 会 費（年額）

1億円以下 24,000円

1億円超 30,000円

賛助会員・個人 6,000円



No. 220 法人会員は企業の発展にお手伝いしています -9-
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口麒亭顕矯諏瓢疇⑮⑮胆匝l図邸胆

消費税及び地方消費税の税率は、令和元年 (2019年） 10月 1日から"2佐になりました。 （注）

（注）税率 10％への引上げに合わせて、軽減税率制度が実施されま した。

亡 期限内納付のために コ

消喪税及び地方消費税の中間申告•納付額は、直前の課税期間の確定消費税額を基礎として計算されます。

このため、税率の引上げ直後において、中間申告額は8％の税率で計算されていることから、確定申告

では、 10％の税率により計算された消費税額 （年税額）と、8％の税率により計算された中間申告額との差

額を納付する必要があります。

税率引上げ直前の課税期間と同様の決 内容であった 合でも、確定申牛時の納付額が増加しますので、

中間申告が必要な方は特にご注意ください。

【具体例】 9月決算法人の申告・納付のイメージ（軽減税率は考慮していません。）

〇 令和元年(2019年）9月期（税率引上げ前）

合計

地方

消費税

消費税

中間1回目 中間2回目 中間3回目 確定申告
納期限 (31年2月末） I元年5月末l （元年8月末） 元年11月末

-----------
-=•‘’—=---------------
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定仮と

）
た

後

5

げ

で

上

容

引

i

率
決

税
の

（

様

期

g

月
間

9
期

）

税
年

課
20
の前

20
由ヽ

（
 

年

ず

2
せ

和

m

令
決ほ゜

合計

地方
消費税

消費税

85万円

89万円

85万円

89万円

85万円

89万円

中間1回目 中間2回目 中間3回目
納期限 2年2月末） （2年5月末） ,2年8月末）

区
85万Pl

ドは滋囀
¥0年税額 1.600万円

¥0中間申告による納付額 1.200万円
i ⇒ 400万円 X3回＝ 1,200万円:0確定申告による納付額 心0万円
： ⇒ 1.600万円ー1.200万円＝400万円 ： 
會．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．：

，．． 圏Z湿呵I・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・、

:0年税額 2,000万円

iO中間申告による納付額 1,212万円

⇒ 404万円 X3回＝1,212万円
※ 地方消費税は引上げ後の税平

{ 1.7%ー2.2%） が適用されます。

:0 確定申告による納付額 788万円
： ⇒ 2,000万円ー1,212万円＝788万円

ジ
確定申告時の納付額の増加に備えて、

計画的な納税資金のご準偏を！

--------------------―' ＇ 1 中間申告額のほか、あらかじめ、 ＇ 
＇ ＇ ＇ 納付（予納）することもできます。 1 

確定申告 1 ※詳しくは、 裏面をご参照ください。 ’ 
2年 11月末， l―-------------------..! 

にこ 便利な納付方法は裏面へ コ
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インターネットにアクセスできるパソコンをお持ちの方は、金融機関・税務署の窓口での納付に代えて、
国税電子申告・納税システム (e-Tax)を利用した電子納税ができます。
特にダイレクト納付は、①インターネットバンキングの契約が不要、②電子証明書や ICカードリーダライタ

が不要、③即時又は納付日を指定して納付が可能、といった筒単 ・便利な電子納税方式となっておりますので、
ぜひご利用ください。
詳しくは、 e-Taxホームページ (www.e-tax.nta.go.jp)をご覧ください。

0 ダイレクト納付を利用した予納

岳‘
ダイレクト納付を利用している方であれば、確定申告により納付することが見込まれる金額について、そ

の課税期間中に、あらかじめ納付日や納付金額等を e-Taxに登録しておくことで、登録した納付日に預貯金
口座から振替により納付（予納）することができます。
納付日や納付金額を複数登録することができますので、定期的に均等額を納付することや、収入に応じて

任意のタイミングで納付することができます。
利用方法など詳細については、国税庁ホームページにある「国税の納付手続」をご覧ください。

（例1】中間申告額のほか、任意の金額を納付（予納）する場合

予納

清貨柁

及び

地，，渭貧税

ー

．J

9
9
9
9
9
J

円万

"-
8
 

万

一竺
53

.,'’J 

中間1回目 中間2回目 中11!13回目

【例2】定期的に均等額を納付（予納）する場合

r-r-I 
こ亡亡

• 4月X8 6月X8 6月X8

汀定田告

〇オモテ面の令和2年9月期の寧例について、
例えば、中間申告額のほかに、250万円の予納
をしていただくと、確定申告時の消費税及び
地方消費税額は538万円となり、碕定申告
時における資金繰りのご負担は軽減されます。

r 』［□｝i

7← 90 

個人事業者の消費税及び地方消費税や申告所得税及び復興特別所得税は、電子納税や金融機関・税務署の窓口
での納付以外に、金融機関の預貯金口座から引き落としの方法により納付ができる振替納税がご利用になれます。
振替納税を利用される方は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」 （国税庁ホームページからダウ

ンロードすることもできます。）に必要事項を記入・押印の上、税務署又は金融機関に提出してください。

直前の課税期間の確定消費税額 （地方消費税額を含まない年税額）が48万円以下の事業者 （中間申告義
務のない事業者）が、任意の中間申告書を提出する旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、
当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に至ll来する 6月中間申告対象期間（わ から、自主的に中間申告・
納付することができます。

（注）「6月中間甲告対象期間」とは、その課税期間開始の日以後6月の期間で、年 1回の中間申告の対象となる期間をいいます。

軽減税率制度に関するご相談は、「消費税軽減税率電話相談センター （軽減コールセンター）」で受け付け
ております。

【フリーダイヤル】 0120-205-553 【受付時間】 9:00~ 17: 00（土日祝除く ）

軽減税率制度についての詳しい情報は、国税庁ホームページ内の特設サイト「消費税の軽減税率制度につ
いて」をご覧ください。

国税庁ホームページ www.nta.go.jp［国税庁 一~ ·z:.



No. 220 税負担を軽減し、企業の繁栄をはかる

新型コロナウイルス感染症の影密により

納税が困難な方には猶予制度があります

► 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場
合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として

1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められますので、所轄の税務署（徴収担

当）にご相談ください（申請による換価の猶予 ：国税徴収法第 151条の2)。

① 国税を一時に納付することにより 、事業の継続又は生活の

維持を困難にするおそれがあると認められること。

② 納税について誠実な意思を有すると認められること。

③ 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。

お気軽にお電話で

ご相談ください！

④ 納付すべき国税の納期限 （注 1)から 6か月以内に申請書が提出されていること。

⑤ 原則として、担保の提供があること。（担保が不要な場合があります）

（注 1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限

（令和2年4月 16日）が納期限となります。

（注2)既に滞納がある場合や滞納となってから 6月を超える場合であっても｀税務署長の職権によ

る換価の猶予 （同法第 151条）が受けられる場合もあります。

► 原則、 1年間猶予が認められます。（状況に応じて更に 1年間猶予される場合があります。）

► 猶予期間中の延滞税の一部が免除されます。

► 財産の差押えや換価 （売却）が猶予されます。

更に個別の事清に該当する場合は、他の猶予制度を活用することもできます。

（裏面をご参照ください。）

面祝国税庁 令和 2年 3月

ll -
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I 個別の事情に該当する場合は、その旨をお申し出ください I 
► 新型コロナウイルス感染症に納税者（ご家族を含む。 ）がり患された場合のほか、

新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場

合は、納税の猶予が認められることがありますので、所轄の税務署（徴収担当）に

ご相談ください（納税の猶予：国税通則法第46条）。

ケースによりご用意

いただ＜資料が異なります。

まずはお電話でご相談を！

＇ 
:--［ （ケース 1 ) 災害によ云五ーに相当な！頁失が生じた場合J~------------------------:
： 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備 i
＇ I 昂や棚卸資産を廃棄した場合 ' 
！ ...--------------------------------------_____________________________________________ ! 

i―f c7_=竺 三 ・本竺はご一家り竺竺‘竺た虞巴}---------------------------1
i 納税者こ本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付で ：

：きない額のうち、医療贅や冶療等に付随する糠用 i 
L ___________________________________________________________________________________ ; 

9-l （ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合 ---------------------------i } 
！ 納税者の方が営む事業について、やむを得す休廃業をした場合、国税を一時に納付でき ！

：ない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額 ： : -----------.,., __, _______ ---・-・----. __,. _______ ----- ; 
...-----------------------------------------------------------------------------------’ 
r{（ケース4)事業に著しい損失を受けた場合 ---]—-------------------------9 
i 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税 i
！を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額 ！ 

L----------------------------------------------------------------------------------—’ 
（注）申請に必要な啓類等については、最寄りの税務署 （徴収担当）にご相談ください。

► 原則、 1年間猶予が認められます。（状況に応じて更に 1年間猶予される場合があります。）

► 猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除されます。

► 財産の差押えや換価 （売却）が猶予されます。

低9国税庁
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スマホ申告PRステッカー作成

川越税務署は、令和元年度分の所得税などの確定

申告期広報の一環として、スマートフォンを利用し

た 「スマート中告」を促進するステッカーを作成し

ました。

川越法人会会長の藤倉省ー氏か代表を務めるエム

エス観光バス（川越市石原町）でステッカー広報の

出発式を行い、同社所有のバスに広報ステソカーを

張って PRを開始 しました。（写真）ステッカーは、

法人会会員企業にも配布されます。川越税務署の熊

崎美杉署長は「確定申告の期『月中は窓口か大変混み

合います。スマートフォンを利用すれば五つのステッ

プで手続きが完了し、完全にペーパーレスで巾告で

きます。ぜひ一度利用してみてください」とあいさ

つされました。

石原町で、川越税務署熊崎署長と川越法人会藤倉会長

スマ ホ で
ラクラク確定申告 浴

谷911岳で15歳遭難

滑走の頬をたどったスノーボーダーが救出

2月21日、冨士見地区会の会員であり 、肯年部会

にも属する若手経営者、加治秀之さん（加冶建設工

業（樹代表取締役）が、谷川岳で遭難した男子中学生

(15歳）を救助したとして、群篤県咎沼田署から感

謝状を贈られました。県笞によると、プロスノーボー

ダーとしても活躍する加治さん (44歳）と勝山尚徳

さん (37歳前橋市）は、群熙県みなかみ町の谷川岳

天神平スキー場のコース外で11日午前、スノボをし

て行方不明になった中学生を12日昼に発見したもの。

早朝から捜索を始め、 リフトから見えたわずかな滑

走の痕跡をたどって、人影を見つけたそうです。
感謝状を受け取る加治秀之さん （右）と勝山尚徳さん。

2020年 2月21日午前 9時20分、群馬県繁沼田署

地域の説明（表紙写真）
県指定無形民俗文化財であります「老袋の万作（おいぶくろのまんさく）」は川越市下老

袋の老袋氷川神社の春祈祷の日に、境内に舞台を掛けて行われます。老袋の万作は明治25年頃比企郡川島

村から流入した下妻踊りを中心とする埼玉県南部の系統に属する芸能であって、明冶時代から盛んに行わ

れました。昭和46年12月には国立劇場でその芸をみとめられ公演し、観客から盛んな喝采を浴びました。
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県内経済の動き 「出所：公益財団法人埼玉りそな産業経済振興財団」
埼玉りそな経済情報2020年4月号よ り

概況）埼玉県の景気は弱含んでいる。

一悪 化を示している
） 景気動向指数の推移

2015年＝100

12月のCI（コンポジット・インデックス）は、先行指

数：106.8（前月比＋2.2ボイント）、一致指数：89.7

（同.....0.6ポイント）、遅行指数：102.l（同＋2.8ポイ

ント）となった。

先行指数は2カ月ぶりの上昇となった。

140 

130'一

120'-

110 

一致指数は4カ月連続の下降となった。基調判断 100 

となる3カ月後方移動平均は、前月比.....2.00ポイン
90 

トと、6カ月連続の下降となった。埼玉県は景気の基

調判断を、4カ月連続で「悪化を示している」として 80 

いる。
70 

—← 先行指数

ー一致指数

一 遅行指数

遅行指数は2カ月連続の上昇となった。 2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 年月

一 百貨店・スーパー販売額が4カ月連結で減少

1月の百貨店・スーパー販売額は817億円、前年

比▲1.5%（既存店）と4カ月連続で減少した。業態

別では、百貨店（同▲7.0%）、スーパー（同•0.1%)

とも減少した。新設店を含む全店ベースの販売額も

同▲2.4％と4カ月連続で減少した。

資料：埼玉県（注）閑掛け部分は埼玉県の景気後退籍

個人消費の推移
％ 
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戸 ーパー阪亮額（既存后）・
前年比（左目盛）

％ 
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5 

゜-5 
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-15 

2月の新車販売台数（乗用車）は12,897台、前年

比▲12.8％と5カ月連続で減少した。車種別で普通

乗用車が7,010台（同• 15 .8%）、小型乗用車は
5,887台（同•9. 1%）だった。

:H=霊雪i？用車） ・~-30
-20 

-25 

2019/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20/1 2 年月

口料経済産業省、日本自動車販売協会連合会・4カ月連続で前年を下回る） 新:住宅着工戸数の推移

1月の新設住宅着工戸数は3,848戸、前年比

▲5.8％と4カ月連続で前年を下回った。

利用関係別では、分譲が1,690戸 （前年比

6,000 

5,000 

+ 12.7%）と2カ月ぶりに増加したものの、持家が 4,000

980戸（同...18.3%）と2カ月ぶりに減少し、貸家も
3,000 

1,172戸（同...15.2%）と4カ月連続で減少した。

分譲住宅は、マンションが547戸（前年比 2,000

+98.2%）と大幅に伸びたものの、戸建が1,110戸

（同▲8.5%）と10カ月連続で減少した。 1,000 

給与

一

％ 

ー→ー前年比（右目盛）
• 30 

20 

10 

l-10 

1-20 

0 -30 
2019/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20/1年月

田料：国土交通省



No. 220 法人会員は誠実な経営者です - 15-

・＾比螂彎+2カ月連続で前年を下回る) 7:0：0；工事請負金額の推移
％ 

I , 80 2月の公共工事請負金額は139低円、前年比 話負金誰

•5.4％と2カ月連続で前年を下回った 。 2019年 600
-0-• 前年tt（石目盛）

1i 60 

4月～2020年2月までの累計では、同＋2.4％と sooI 八 114o 
前年を上回っている◇

発注者別では、県（前年比＋2.0%）と市町村（同 400 I ＼ / ---0 ＼ 1120 

+28.7%）が増加したものの、国（同....39.6%）と 300I ヽ f ヽI ＼ II o 

独立行政法人等（同A42.8%）が減少した。 200 I ／ヽ Y y ll-20 
なお、 2月の請負件数は387件（同＋14.8%）と

前年を上回っている。 100 I 11-40 

゜
-60 

2019/2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12'Kil 2 年月

貞iれ祀ヨ本叫謀1和血）

·ロコ~2カ月連続で減少 ） 
12月の鉱工業指数をみると、生産指数は91.2、

前月比.A.0.4％と2カ月連続で減少した。業種別で

は、生産用機械電気機械輸送機様など9業種が

増加したものの、食料品、情報通信機様、その他製 100 

品など14業種が減少した。

在脂指数は86.7、前月比＋1.2％と3カ月ぶりに増

加した。業種別では、電気機械、プラスチック製品、

輸送機械など14業種が増加したものの、生産用機

械情報通信機械電子部品・デバイスなど6業種が

減少した。

鉱工業指数の推移
201S年＝100、季節調釜済

105 

有効求人倍率は 1.23倍

95 

90 

返料埼玉榮

） 有効求人倍率の推移

1月の受理地別有効求人倍率（季節関整値）は、

前月から0.07ポイント下降し、1.23倍と大幅に低下

した。

有効求職者数が74,978人（前年比＋3.5%）と、

7カ月連続で前年を上回るなか、有効求人数につい

ては100,512人（同...4.8%）と4カ月連続で前年を

下回った。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から

0.37ポイント下降の1.72倍となっている。

なお、1月の就業地別有効求人倍率（季節調整値）

は、前月から0.08ポイント下降の1.37倍であった。

忍 倍
--埼玉曝固業峨LJ•石目盛） - J田渫圏'I!J也月lj•石目盛） ・

1.7 

--全国（右目盛）

10 

s
 

---生産指数

—•—在渾指数（石目盛）

95 

90 

85 

80 
,OWi 2 1911 2 3 4 S 6 7 B 9 10 11 12年月

1.6 

1. 5 

1.4 

1.3 

1.2 

0~1.1 
201911 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 20/1年月

溶印狂労紐住）私毀））渭窯RAJ坪Iな蒻玉m醗3庶地とVる、紛lでの受序分を含めた茨心Y•；；出勺したな苔ti



16 法人会員は企業の発展にお手伝いしています No. 220 

税務相談・融資相談のご案内

◆関東信越税理士会

川越支部による
税務相談

◆日本政策金融公庫

川越支店による
融資相談

※新型コロナウイルス感染症の発生により影響を

受けた中小企業・小規模事業者の皆さまからのご

相談にも、迅速かつきめ細やかな対応を行います。

相 ニ秘火＜ 日 会 場

5月 8日（金） ・22日（金） 税理士会

川越支部事務局
6月5□（金） ・19日（金） ・26日（金）

(9 :00,-...,12:00) 

7月10日（金） ・17日（金） (13:00,..._, 15:00) 

相談 Fl ム字 i．笏曰

5月13日（水） 日本政策金融公I車

6月10日（水） 川越支店

7月 8日（水） (13:00~16:00) 

※相談こ希望の方は、公益社団法人川越法人会事務局までこ連絡ください。

〒350-1124 川越市新宿町 1-17-17 ウェスタ川越 5F

公益社団法人川越法人会

電話 049-257-6191 FAX 049-257-6190 

税務相談 融資相談 申込書

（何れかに〇印を付けてください。）

相談ご希望日 令和 年 月 日

申込者名

住所

電 話

担当者名



No. 220 税法を知らないと損をします -17-

繭務の鍛説書や経営lこ役立つl」9冊子等を無料で提併しています。
申込先：公益社団法人川越法人会事務局

電話 049-257-6191 FAX 049-257-6190 

《参考図書一覧》

〇会社の決算・申告の実務 わかりやすい！法人税申告へのアプローチ

〇税制改正のあらまし

〇今日から使える！ビジネスマナーの基本と実践

0新設法人のための会社の税金ガイドブック

〇源泉所得税実務のポイント

〇会社取引をめぐる税務Q&A

0若手社員の税金・社会保険教室

〇消費税複数税率の区分経理・申告ハンドブック

〇基本を理解する経営分析

〇防災のしおり

0ポジティブ睡眠法

11111111111 

ヽ
DVDの無料貰し出しも行っています。

《DVD無料貸し出し一覧》

0新設法人のための 「決算・申告までの 3つのステップ」 1 3分

〇税理士10 0人に聞きました 「決算・申告実務間違えやすい5つのポイント」 1 4分

〇けんたくんの大冒険 「租税教育用」

0オフィスでできる！簡単エクササイズ

0ビジネスシーンもマナーでアピール

0クレーム対応の巧拙が企業生命を左右する

〇「攻め」の営業の仕組み作り

〇電話応対マナー

1 6分

4 1分

38分

57分

64分

6 1分

〇今企業に求められる危機管理・企業防災の重要ポイント 96分

〇生き残る会社の決算書

〇防犯は想像力だ

50分

1 1 1分



-18- 税負担を軽減し、企業の繁栄をはかる No. 220 

地域企業の こ紹介 （地区別・略敬称）

【川越市】

貫井和 1専

闘引谷建J-••

（イi)小林熱学

MKコンシスト（掬

柚山昌宏会計事務所

侑）仲i尚店

闊MKホーム

深谷顕史

（掬大石上建

1且所縫製 田所正史

盟乳飼料（株）

（刷TKPグリーンライフ

蔀井美布

インセプションホールディングス（約

アールレックス（掬

闊TRY CRAFT 

l」|II牧

かし野台1-11-12

F赤坂443

笠幡4900-21

岸町1-25-18

占谷 t3819

広栄町19-3

今成3-8-19

今泉88-14

今幅152-2

砂621-18

砂68-1

砂新田88-5

—•．光DIT38-l-409 

山田1621-1

寺山129-1

寺山46-1

寿lllfl-2363

川合イl|l司 小至616

富「II哲之 小仙波928-2

司法古士かとう法務半務所 新宿町1-17-17-513

閥Vit a 

川越間辿堂（掬

（有）竹ノ谷建設

飯室工業飯室健

内田店夫

神田自動l-1I販 売（掬

(ft)中」E屋

谷「l亮

（掬エムプラス

村田隆紀

（株）さんじゅ

（掬鴫蔵

店洒屋遊雅

閥泊涼tt
（株）此滴

憫吉文工業

闊栗原パー トナーズ

侑）ヨ、ンダ

メディケアクラウド（掬

福幸西郷義則

府[1行DlTl-17-17-514

新寮lllfl-9-1

秤間80-1

菅間32-35

石原町1-8-2

石原町2-1-1

石原町1-2-1

仙波町2-4-6-202

川越2369-5

l | l原lllll-9-5

中原町1-3-2

{l | l| I I [ 1 0 -1 3 

的場北2-3-8

藤間79-14

南台3-13-1-101

南大塚1-25-20

醐＋1島719

南田島598-1

府）I1819-1 

幅田1036-1

（公財）川越市勤労福祉サービス芳野台1-103-57

フクちゃん裳園（困 盟IIl町1-32-1

仰ジュンテクノサービス 数田町3-4-2

会彩プロダクト（即 脇III新II|「15-23-202

（悧マルゴ 脇川町6-7

【鶴ヶ島l|i】

憫 T-C R A F T 太且1ケ谷835-6

同） リアライズ

【面土見市】

川島宏明

侑）114荏ケア研究所

憫金谷ルーフ

富じ見2-12-7 

ふじみ野1J月4-14-4

ふじみ野束3-14-1

上沢1-20-25

闊伽龍 針ヶ谷2-17-14

侑）平成開発丁業 水 f-2855-1

長飢造園長餡政人 鶴瀬東2-12-5-304

（掬富士見グリーンガーデン 水谷東2-45-17

【ふじみ野市】

真建設（イi)

侑）伊藤建設上業

【坂戸市】

閻津飢建築

（掬アテンド｛具楽部

長谷川麿lh芙

闊新井製作所

（イi)薬師堂ファーマシー

【日高l|i】

神谷金属（株）

福島モータース 福島充

【三芳町】

（林）出版産業 広島鉄板毛利

（イi)神田橋」こ業

占山久博

【地区外】

(1i)ローザロッサ

吉岡誠二

斉藤総合設備（株）

消見3-5-21

大井707

にっさい花みず木5-34-2

俣lli¥J4-4-39-323

千代川4-7-29-704

多和目288-1

薬(hli I I l ] 1 

lC:i荻2429-6

南平沢823

ヒ岱991-7 

竹間沢670-7

藤久保6077

中野区沼袋1-12-3

川島lllfド井屯311-19

嵐山町鎌形1937-1



No. 220 郷土文化遺産を守りましょう - 19-

地区会たより
◇富士見地区会

2月4日 公開講演会 ・新年会 キラリふじみ

テーマ 「米中覇権戦争の行方と日本のとる

べき進路」

講師：東京国際大学名営教授 培田正敏氏

2月21日 商工会、法人会合同ボウリング大会

埼玉スポーッセンター

］月21日、 2月18日、 3月10日

清掃活動（鶴瀬、みずほ台、ふじみ野駅）

◇ふじみ野地区会

l月17日 賀祠交歓会 ふじみ野市サービスセンター

2月4日 親睦ポウリング大会 ウニクスボウル南占谷店

◇中央北地区会

2月4日 4地区会合同講演会 川越東武ホテル

◇中央東地区会

2月4日 4地区会合同講涸会 川越東武ホテル

◇中央南地区会

1月27日役員会及び新年会 いも善

2月4日 4地区会合同講梱会 川越東武ホテル

◇中央西地区会

2月4日 4地区会合同講演会 川越束武ホテル

◇霞ヶ関地区会

1月17日新年会 味菜紅琳

◇高階地区会

2月5日講演会 ・新年会 川越東武ホテル

テーマ 「星野仙一より学んだ人r,JJ甜握術」

講師：仁村黛氏

◇坂戸地区会

2月17日 新年賀詞交歓会 坂戸グランドホテル

新春講演会

◇日高地区会

テーマ「ヤル気を起こさせる教育」

講師：益田の森塾塾長森均氏

1月30日講油会 高麗の郷

テーマ 「}JD齢に負けない脳はこうすれば

鍛えられる」

講師：篠原菊紀氏

1月30日新年会 あさひ

◇越生地区会

2月7H 役員会新年会 よしひろ

◇毛呂山地区会

1月22日 公開講浪会 ・新年会 丸木記念館

テーマ 「豚の教えてくれた楽しい豚生」

講師： （粉埼玉種畜牧場 ・サイポクハム

代表取締役社長 箇勧静雄氏

◇鶴ヶ島地区会

1月15日 公開講演会 鶴ヶ島市涸工会館

◇名細地区会

テーマ 「これまでのマラソン人生、常識を

打ち破れ」

～経営に活かす ！川内優輝のマラソン人生～

講師：プロランナー 川内優輝氏

2月28日 役旦会新年会 網代

-----------------------------------------------------

〈鶴ヶ島地区講演会〉

講師 ：川内優輝氏

奮“濱含

・-』---̂ - -

〈日高地区講演会〉

講師 ：篠原菊紀氏



-20- 事業の継承と発展には、健康が第一

直度の身体障溺興蹄腿國ほ函ゑリタイアリスクから
をまもります

総合咽
（大同生命の定期保険＋AIG損保のベ ニシック面害ー保 険）

無配当就業障がい保障保険（身体障がい者手帳連動・鑽鱗約払震會塑）

I-3駈り牙・障がい者手帳の交付を受けた場合に、

級"'2億円の就業障がい保険金を支払います。

〇保険金額2億円までご加入できるのは、契約者が法人か所定の個人事業主（契約者と被保険者が同一人の場合に限る）の場合です。

〇この保険には高度障がい保険金・死亡給付金・解約払戻金はありません。また、満期保険金・配当金・保険料の払込免除の取扱もあり

ません。
〇身体障がい者福祉法の改正により、就業障がい保険金の支払対象となる身体障がい状態は変動する可能性があります。

〇当資料に記載の保障は「Tタイプ［無配当就業障がい保障保険（身体障がい者手帳連動・無解約払戻金型）］」によるものです。AIG損

保のベーシック傷害保険の補償内容につきましては、「総合型VTタイプ」バンフレッ トをご覧ください。

〇 この制度は、法人会の会員のみご加入いただける制度です。ご加入後に法人会を退会された場合は、保険料の引き上げや損害保険

部分の解約等のお取扱いとなることがあります。

〇 この資料は、2019年8月現在の商品内容に基づいて記載しており、将来変更となることがあります。

〇 ご検討・ご契約にあたっては、「法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと」「設計魯［契約概要］」「注意喚起情報」

「ご契約のしおり」「約款」を必ずご覧ください。

·ヽ~
叫ID0大同生命保険株式会社 区匝］ AIG損害保険株式会社

埼玉西支社／埼玉県／l|越市脇田本8J6•20( ＜ 1またピル6F}
TEL 049-246-1 766 

埼玉支呂l埼玉臭さいたま弓天宮図天f日3J3•54（冒ざ火災大宮ピル）
TEL 048-64 l -4050 

F-2019-1016(2019年8月27日）
19-073026 2021-8 

法人会会員企業にお勤めの方は、おひとり様からでも集団扱の割安な保険料でこ加入いただけます。

［生きるためのがん保険Days1ALL-in」は、がんに関する治療伐に加え、

冶療関連四も幅広くまとめて保障する保険です

アフラックの

めのがん保
ALL-in 

（所定の支払事由に該当する必要があリます。詳細は「契約概要」などをご確認ください）。

〇商品の詳細はIパンフレットj［契約概要」などをご確認ください。

r生きる以を創る。

~I Af;・acァフラック
険
会 埼玉西支社〒359-0037所沢市くすのき台 3-18-3第ニリングスピル 2F

社 法人会フリーダイヤル f!i!i.0120-876-505 
：そ今後の対応は担当の募集代理店が行ないます。

頁料請求は
お気軽にどうぞ！ ［アフラック法人会 l口日ら

1.No.1t iii:：” 
令組元年恥インシュアランス生命け険統計号

Pl 9444 AFツール•2020-0076·2003006 2月5日


